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木津川市市有財産等（市役所駐車場、加茂駅前駐車場） 

借受候補者選定公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 事業の目的 

木津川市役所駐車場、加茂駅前駐車場（以下「市役所駐車場等」という。）を民間の駐

車場運営のノウハウを活用して運営することにより、来庁者をはじめ、各駐車場利用者

の利便性の向上を図り、適正かつ効率的な運営管理を行うことを目的として、木津川市

市有財産等の借受候補者（以下「借受候補者」という。）を公募型プロポーザル方式に

より募集するものである。 

 

２ 貸付物件の概要及び事業内容 

市は、別表１「貸付物件の概要」の駐車場を一括して貸し付けることとし、借受候補

者は、借受物件を自動車の有料駐車場施設として、借受期間中、継続して営業・運営す

る事業（以下「駐車場事業」という。）を行うものとする。 

（１）貸付方法 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項第４号及び同法第

２３８条の５の規定に基づく行政財産等の貸付けとする。 

なお、民法６０１条に基づく賃貸借契約とする。 

（２）貸付許可日 

市は借受候補者に対し、許可日を令和６年１０月１日として市役所駐車場等の貸

付けを許可するものとする。 

ただし、借受候補者の企画提案書等の内容を反映させる目的で貸し付けるにあた

り、仕様書の補正等を行う場合がある。 

（３）貸付予定期間 

令和６年１０月１日から令和１１年９月３０日までとし、営業時間は２４時間可

能とする。 

ただし、貸付許可日までに駐車場管理に必要な機器等の設置にかかる期間は、別

途、市と借受候補者が協議し決定するものとする。 
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（４）貸付料 

最低貸付料を年額２，３３１，５２０円とし、応募者が貸付料見積書（様式５）

に記載した金額とする。 

（５）貸付物件の用途指定 

貸付物件は、駐車場事業の用途（以下「指定用途」という。）に供さなければなら

ない。市役所駐車場においては、カーシェアリング等の運営はできないものとする。

ただし、加茂駅前駐車場においては、カーシェアリング等の運営は可能とする。 

（６）禁止事項 

ア 前記（５）に規定する指定用途以外の用途に供すること。 

イ 貸付物件に建物を建築すること。 

ウ 貸付物件を第三者に転貸すること。 

エ 本件に係る賃貸借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定すること。 

（７）貸付物件の引渡しと返還 

貸付物件は、現況の状態で借受候補者に引き渡すが、駐車場運営に必要な措置を

講じなければならない場合は、市と協議するものとする。また貸付期間が終了した

ときは、借受候補者は物件ごとに市と協議の上定めた状態で返還しなければならな

い。 

ただし、貸付期間満了前に現借受候補者が、翌貸付期間も同じ物件を使用するこ

とができることが明らかになったときは、当該貸付物件を原状に回復することなく、

引き続き使用することができる。 

なお、翌貸付期間の借受候補者が直前の貸付期間における借受者（以下、「旧借

受者」という。）と異なる場合は、必要に応じて、市及び旧借受者と原状回復する協

議を行うこと。 

また、引渡し後に借受候補者が埋設物の施工や工作物の設置を行った場合は、市

に対し、速やかに埋設物の施工、工作物の設置にかかる図面、写真等の土地利用状

況を提出すること。 
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３ 応募資格要件 

本プロポーザルに応募しようとする者の資格要件は次のとおりとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する要件に

該当していないこと。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立てをした

者にあっては更正計画の認可がされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がな

されていない者ではないこと。 

（３）本件の公告日から貸付許可日までの間において、木津川市指名競争入札参加者指

名停止要綱（平成１９年木津川市告示第１１５号）に基づく指名停止期間中の者で

ないこと。 

（４）木津川市暴力団排除条例（平成２４年木津川市条例第３６号）第２条第３号に規

定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

（５）本要項及び別に定める仕様書の条件及び関係法令を遵守し、駐車場事業を運営 

管理する資力、能力等を有する者であること。 

（６）過去５年間（平成３１年４月から、令和５年３月末まで）に本事業と同種又は類

似の駐車場運営管理等の実績があること。 

実績は、国（公社、独立行政法人を含む。）、地方公共団体が発注するもの、民間

が発注するものを問わない。 

（７）国税及び地方税を滞納していない者であること。 
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４ プロポーザル実施スケジュール 

事     項 年  月  日 

公告日 令和 5 年 12 月 1 日(金) 

本要項等の配布期間 令和 5 年 12 月 1 日(金)から令和 5 年 12 月 8 日(金) 

応募申込書等の受付期間 令和 5 年 12 月 1 日(金)から令和 5 年 12 月 11 日(月) 

第１次質疑書受付期間 令和 5 年 12 月 1 日(金)から令和 5 年 12 月 6 日(水) 

現地確認期間 令和 5 年 12 月 1 日(金)から令和 5 年 12 月 6 日(水) 

第１次質疑書に対する回答日 令和 5 年 12 月 11 日(月) 

応募資格審査結果通知 令和 5 年 12 月 18 日(月) 

企画提案書受付期間 令和 5 年 12 月 20 日(水)から令和 5 年 12 月 28 日(木) 

第２次質疑書受付期間 令和 5 年 12 月 18 日(月)から令和 5 年 12 月 20 日(水) 

第２次質疑書に対する回答日 令和 5 年 12 月 22 日(金) 

プレゼンテーション並びにヒアリング 令和 6 年 2 月 1 日(木) 予定 

借受候補者決定通知 令和 6 年 2 月中旬 予定 

 

５ 応募申込等の手続等 

（１）募集要項、仕様書等の配布期間及び配布方法 

ア 配布期間 

令和５年１２月１日（金）から １２月８日（金）まで 

   イ 配布方法 

市ホームページからダウンロードして取得すること。 

（木津川市ホームページ：http://www.city.kizugawa.lg.jp） 

（２）提出書類  

提出書類の区分 提出書類 

１ 表紙（鑑） ○応募申込書（様式１） 

２．木津川市暴力団排

除条例に関する書類 

○木津川市暴力団排除条例に係る誓約書（様式２） 

３ 候補者の概要等 ○商業登記簿謄本の写し 

・現に効力を有する部分の謄本で、受付日前３か月以内

に発行されたもの 
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※木津川市における競争入札参加有資格者である場合は

不要 

○印鑑証明書 

○候補者の概要 

・所在地、代表者役職及び氏名、資本金、従業員数、設

立年、事業内容、年間売上金額、営業所一覧、駐車場

管理運営箇所数等 

※上記の内容を含んだ通常各社で印刷しているパンフレ

ット等による代用も認める 

４ 駐車場事業の実績 

 

○過去５年間の契約した実績 

・駐車場の賃貸借契約、指定管理、管理・運営委託、機器

リース契約等に係る件名、契約相手、契約期間、契約金

額、運営規模等を記載し、各々契約書・協定書の写しを

添付 

５ 財務諸表 

（有価証券報告書又は

決算書） 

○財務諸表（写し・直前決算３年間分） 

・貸借対照表、損益計算書、減価償却明細表、利益処分

（損失処理）計算書などの財務諸表を綴じたもの。貸

借対照表及び損益計算書に関しては、企業単体の他、

連結決算分も提出すること 

その他、本事業について、関係会社（親会社等）が履

行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表を添付

すること 

※木津川市における競争入札参加有資格者である場合は

不要 

６ 納税証明書 ○国税の納税証明書 

・その３「法人税」及び「消費税及地方消費税」の未納税

額のない証明書 

※木津川市における競争入札参加有資格者である場合は

不要 

○納税証明書（１通） 

・申し込み時点において、終了している事業年度のうち直

近２年分の法人市民税納税証明書（未納がないこと） 

・固定資産税・都市計画税納税証明書 

令和３年度及び４年度の納税証明書（未納がないこと） 

※木津川市における競争入札参加有資格者である場合は

不要 

（３）提出方法及び提出先 

   持参又は郵送とし、本募集要項１６に記載の事務局まで提出のこと。 

（４）受付期間 

令和５年１２月１日（金）から１２月１１日（月）まで 

（注）持参する場合は、開庁日の午前８時３０分から午後５時まで（正午から午
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後１時までを除く）。郵送する場合は、受付期間内必着とし、簡易書留等の

配達確認ができる方法に限る。 

 （５）提出部数 

    正本１部 

     提出の際は、フラットファイルＡ４－Ｓに綴じ、背表紙に会社名を記載し提出

すること。 

 

６ 貸付物件等の確認 

参加を希望する者は、応募前に必ず貸付物件の現地確認及び関係法令の確認を行うこ

と。なお、貸付物件の現地確認（令和５年１２月１日（金）から１２月６日（水）まで）

を行う場合は、以下のことに留意すること。 

ア 事前に現地確認希望日を、本募集要項１６に記載の事務局まで連絡すること。 

イ 現地確認にあたっては、周辺の安全確保に配慮し、駐車場を利用する車両の通行の

妨げになることがないよう十分留意すること。 

 

７ 応募資格審査結果の通知及び１次審査 

  提出されたプロポーザル応募申込書及び指定する提出書類をもとに審査を行い、応

募資格要件を満たすと認めた者には、「応募資格者」であることを、令和５年１２月

１８日（月）に書面（普通郵便）にて通知する。また、郵送とあわせて電子メールに

て通知するので、メールを受信した場合は必ず受信確認のメールを返信すること。 

  ただし、応募表明者が６者以上の場合は、５の（２）により提出された書類により

１次審査を行い、審査点の合計点の上位５者を「応募資格者」とする。 

 ５者以下の場合は、全ての者を「応募資格者」とし、１次審査は、１０による２次

審査時に併せて実施する。なお、応募資格を満たさないと判断された応募表明者は、

その理由について、令和５年１２月２０日（水）午後５時までに書面（自由様式）に

て説明を求めることができる。 
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８ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関する質疑書の受付及び回答は、次のとおりとする。 

（１）第１次（応募申込に関する質問） 

ア 受付期間 

令和５年１２月１日（金）から令和５年１２月６日（水） 

（注）受付は、最終日の午後５時まで 

イ 受付方法 

質疑書（様式３）に記入のうえ、E-mailで提出すること。 

送付先E-mailアドレスは、本募集要項１６に記載のとおりとし、メールのタ

イトルは「プロポーザル応募に関する質問」とすること。受信確認後、質問者

宛に受信確認メールを返信する。 

ウ 回答日 

令和５年１２月１１日（月） 

エ 回答方法 

市ホームページに掲載する。 

（２）第２次（企画提案書に関する質問） 

ア 受付期間 

令和５年１２月１８日（月）から令和５年１２月２０日（水） 

（注）受付は最終日の午後５時まで 

イ 受付方法 

本募集要項８の（１）のイと同じとし、メールのタイトルは「企画提案書に

関する質問」とすること。 

ウ 回答日 

令和５年１２月２２日（金） 

エ 回答方法 

メールにて１次審査による「応募資格者」に送付する。 

（３）質問の内容について 

受付する質問内容については、上記（１）及び（２）に関するもののみとし、審

査（評価）に関する質問は一切受け付けない。 
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９ 企画提案書等の提出 

本プロポーザル応募資格審査を経て、「応募資格者」となり企画提案書等の提出依頼

を受けた者は、以下により提案書等を提出すること。 

提出書類及び

提出部数 

企画提案書類：様式４及び提案書（提案書の詳細は１２ページ以降

を参照） 

提出部数：正本１部、副本５部 合計６部 

    （各一式をフラットファイルＡ４－Ｓに綴じること） 

提出期間 令和５年１２月２０日（水）から１２月２８日（木）まで 

（注）受付は、午前９時から午後５時まで（閉庁日及び正午から午

後１時までを除く） 

提出先 本募集要項１６に記載の事務局 

提出方法 持参に限る 

企画提案書作

成上の留意事

項 

①企画提案書等の提出後における、書類の追加、修正及び再提出は

認めない 

②上記書類のほか、市が必要と認め、追加資料の提出依頼を行った

場合は、速やかに提出すること 

③企画提案書等の作成、提出に関する費用は、提出者の負担とする 

④企画提案書は、Ａ４片面１０ページ以内で作成すること（両面刷

りの場合は、５枚以内とする。ただし、駐車場のレイアウト図及

び提案予定機器の仕様書等は枚数に含まない） 

 

１０ ２次審査（企画提案書評価、プレゼンテーション及びヒアリング） 

（１）２次審査は、「応募資格者」を対象に、９により提出された企画提案書等によ

る評価、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。なお、プレゼンテーシ

ョン及びヒアリングは、以下のとおり予定している。実施方法等の詳細について

は後日改めて通知する。 

ア 実施日時 令和６年２月１日（木） （予定） 

（詳細については、別途通知する。） 

イ 実施場所 木津川市役所 
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（２）プレゼンテーション等への出席者は５名以内とする。 

（３）プレゼンテーション等の時間は、一の提案者あたり３０分以内（説明１５分、

質疑応答１５分）とする。 

（４）スクリーン及びプロジェクターは本市で用意する。その他パソコン等必要な機

材は各自で用意すること。 

（５）説明は、企画提案書に記載した内容を基本とし、提案書の内容と著しく異なる

説明を行った場合は失格とする。 

（６）欠席した場合は失格とする。ただし、交通機関等の事故等、真にやむを得ない

理由が生じた場合は、速やかに本募集要項１６に記載の事務局に電話連絡し、そ

の指示に従うこと。 

 

１１ 審査 

 （１）１次審査及び２次審査は、木津川市市有財産等（市役所駐車場、加茂駅前駐車 

場）借受候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）で行う。 

  （２）選定委員会の評価及び採点において、集計点数の最も優れた者を借受候補者と

して選定する。 

  （３）審査においては、次の事項を重視する。 

   ア 事業主体の適格性 

イ 事業計画の妥当性 

ウ 借受条件の優位性 

 

１２ 審査結果の通知 

  審査結果は、借受候補者が決定した後、速やかに２次審査参加者全員に文書で通知す

るとともに、市ホームページに掲載する。 

 

１３ 借受候補者の決定 

  審査の結果、借受候補者として決定した者と貸付交渉を行う。 

  ただし、下記のいずれかに該当し、その者に貸付けできない場合、次点者と貸付交渉

を行うものとする。 
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（１）本募集要項３に定める応募資格要件を満たすことができなくなったとき。 

（２）貸付交渉が成立しないとき又は借受候補者が借受を辞退したとき。 

（３）応募書類、企画提案書等に虚為の記載が判明したとき。 

（４）その他の理由により借受が不可能となったとき。 

 

１４ 留意事項 

 （１）費用負担 

    応募に関する全ての書類作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。 

 （２）提出書類の取扱い・情報公開 

   ア 提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、原則として提出書類は

返却しない。 

   イ 市は、本業務以外の目的で提出書類を使用したり情報を漏らしたりすることは

ない。 

   ウ 本件に係る情報公開請求があったときは、木津川市情報公開条例の規定に基づ

き開示する。 

 （３）市からの提供資料の取扱い 

    市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。 

 （４）応募者の複数提案の禁止 

    応募者は、１つの提案しか行うことができない。 

 （５）提出書類の変更等の禁止 

    提出した書類の変更、追加、修正及び再提出はできない。なお、本提出書類に 

ついて、後日、参考資料を求めることがある。 

 

１５ その他 

（１）本プロポーザルを辞退する時は、辞退届を提出すること（様式６）。なお、辞退し 

た者は、辞退を理由として不利益な取扱いを受けるものではない。 

（２）事情により予告なく募集を取り止める場合がある。 

（３）本募集要項に定めるもののほか、地方自治法、地方自治法施行令、木津川市公有 

財産管理規則（平成１９年木津川市規則第４５号）、木津川市契約事務規則（平成１
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９年木津川市規則第４４号）、その他関係法令等の定めるところによる。 

（４）現在の市役所駐車場及び加茂駅前駐車場の位置図等は、参考資料のとおりである。 

（５）駐車場に設置する案内看板、満空表示が広告物に該当する場合は、木津川市屋外 

広告物施行規則（平成１９年木津川市規則第１１３号）により、木津川市建設部  

都市計画課の指導を受ける必要がある。 

（６）応募に関する一切の費用は、応募者の負担とする。選定・決定されなかった場合 

も同様とする。 

 

１６ 事務局 

木津川市総務部総務課 〒６１９－０２８６ 

京都府木津川市木津南垣外１１０番地９ 

電話：０７７４－７５－１２００（直通） 

E-mail：somu@city.kizugawa.lg.jp 
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【企画提案書類】 

１ 企画提案書類の構成 

 名称 作成上の留意点 

１ 企画提案書類（鑑） 
様式４を使用すること。 

原本に実印を押印すること。 

２ 企画提案書 

企画提案書は、Ａ４片面１０ページ以内で作成すること。 

（両面刷りの場合は、５ページ以内とする。） 

（駐車場のレイアウト図及び提案予定機器の仕様書等は、枚 

数に含まない。） 

３ レイアウト図 機械設置や待機場所等の位置を示すこと。 

※ 部数は、正本１部、副本５部を提出のこと。 

 

２ 企画提案書について 

 企画提案書の作成にあたり、次の項目は提案内容となっているので、必ず記載すること。 

 項目 記載していただく内容 審査で重視する点 配点 

１ 管理運営実

績 

公共施設、民間での駐車場運

営事業の件数及び規模 

公共施設、民間での駐車場運

営実績 
５ 

２ 

 

利用料金 

（本庁舎駐

車場） 

開庁日における、1 時間を超

える場合の施設利用者の料

金 

近隣駐車場との比較で、同じ

程度の料金であるか。 

 
５ 

利用料金 

（庁舎北別

館駐車場、木

津警察署前

駐車場） 

開庁日における、１時間を超

える場合の施設利用者の料

金 

近隣駐車場との比較で、同じ

程度の料金であるか。 

５ 

利用料金 

（加茂駅前

駐車場） 

施設利用者の料金 現行の利用料金から見て、利

用者に混乱が生じないか。 

近隣駐車場との比較で、同じ

程度の料金であるか。 

５ 

３ 利用者から

の申出処理

体制 

利用者からの事故や故障、駐

車券紛失等の申出処理体制 

組織体制図 

申出処理体制（組織や人員

等）が整っているか。 

定期的に市との打合せ協議

が可能か。 

５ 

４ トラブル対

応 

トラブルが発生した場合の、

対応方法と対応に要する平

均的な時間を記載 

トラブルへの対応方法 

トラブル対応に要する時間 ５ 
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・駐車場内の事故 

・機器の故障 

・駐車券の紛失 

・駐車券詰まり 

・釣銭 

・その他 

５ 災害時やイ

ベント時の

対応 

災害時や市のイベントへの

対応 

駐車場の開放及び復旧作業

における駐車場開放措置 ５ 

６ 放置車両（長

期駐車）対策 

長期間の駐車への対応策 

・処理日数 

迅速な対応と適切な料金徴

収 
５ 

７  安全対策 駐車場利用者 

・夜間照明についての説明 

・積雪時の対応 

安全確保は十分か。 

駐車場ごとに安全対策を考

慮しているか。 

５ 

８ 認証機 認証機の配置や認証方法 

・効果的な配置を可能とす

る貸与台数 

・実費負担が必要な場合は

その額 

円滑に認証の厳格化が図れ

るか。 

 ５ 

９ 案内看板・満

空表示 

設置場所、大きさ、表示内容 

・利用者から確認しやすく

するための効果的な装置の

設置 

利用者が利用方法を確認で

きるか。 

案内看板・満空表示の設置数 
５ 

１０ 駐車場等の

維持管理 

駐車場等の保守・清掃等、維

持管理の考え方 

実施回数等 
５ 

１１ 利用者への

配慮 

高齢者や色覚障害者への配

慮 

 

十分な配慮がなされている

か。 ５ 

１２ 環境への配

慮 

環境配慮などの取組み 市の環境施策に資する取組

みか。 ５ 

１３ 法令順守及

び個人情報

保護 

内部規程など会社としての

コンプライアンス体制及び

個人情報保護体制 

コンプライアンス及び十分

な個人情報保護対策がとら

れているか。 
１０ 

１４ 入庫待ちや

行列解消へ

の方策 

駐車場入口にかかる道路上

での入庫待ちや行列解消へ

の方策 

対策が効果的な手段か。 

通行人及び利用者の安全面

への配慮がなされているか。 
１０ 

１５ その他 利用者に対するサービス拡

充等に関する内容 

利用者の利便性や満足度の

向上及び市の負担軽減等が

見込まれるか。 

独自提案があるか。 

２５ 
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１６ 価格 

   1－ 応募者中の最高貸付料提示価格－当該応募者の貸付料提示価格 
応募者中の最高貸付料提示価格 ３５ 

計画内容の審査 １５０点満点 

該当項目 得点 

優れている 各項目の配点×１.０ 

やや優れている 各項目の配点×０.８ 

普通である 各項目の配点×０.６ 

やや劣っている 各項目の配点×０.４ 

劣っている 各項目の配点×０.２ 

※ 審査員数の平均点で採点します。 

 

 企画提案書の作成にあたり、次の項目は提案内容を判断する参考資料となる。 

 項目 記載していただく内容 作成上の留意点 

１ 駐車場設備

の仕様 

認証機、精算機等の提供台数、

利用方法 

設置する駐車場ごとに明記 

２ 駐車場利用

の方法 

進入、駐車、退出の手順・方法、

利用方法 

 

３ 設置工事 工事工程と各工事の内容 

安全確保の対策 

工事期間中の利用者の駐車場

確保対策 

工事期間中の利用者の入退管

理 

無理のない設計・工事内容とする

こと。 

繁忙期等と工事期間が重ならな

い工夫があるか。 

４ 防犯対策 侵入者、不法投棄、不正利用防

止などの対策 

 

５ 近隣への対

応 

工事着工時の事前説明 

近隣者への要望対応 

 

６ 収支計画 貸付期間の収支計画の説明 年間利用台数、利用時間、各駐車

場の駐車料金、年間売上高、諸経

費、設備投資のための初期投資

額、撤去費等を記載 

７ その他 加茂駅前駐車場第１駐車場及

び東口駐車場におけるトイレ

の開放並びに維持管理、電気自

動車充電装置の設置（本庁舎駐

車場を除く市役所駐車場）等 

 

 

 

 

 

 

１－ 35× 
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３ レイアウト図（参考資料） 

 項目 作成上の留意点 

１ 車室 駐車場ごとの駐車台数を明記すること。 

従前と同程度の優先駐車区画（思いやりスペース）を確保するこ

と。 

２ 車路 安全に走行できる車路を確保すること。 

市役所本庁舎駐車場においては、大型車両、大型バス、工事・搬入

トラック、検診車、消防車等への対応を記載すること。 

３ 精算機、看板

等の駐車場

設備 

主な駐車場設備の設置場所を記載すること。 

４ 駐車場法へ

の対応 

必要に応じ、対応を記載すること。 

 


